
所
得
税 

の
申
告
相
談
・
受
付
期
間  
 

 
 

 
 

住
民
税  

 
 

 
 

 
 

２
月
16
日
か
ら
３
月
15
日
ま
で

●●●●●●

◆
申
告
に
必
要
な
も
の

●
印
か
ん

●
給
与
・
年
金
所
得
者
は
源
泉
徴
収
票

ま
た
は　

収
入
金
額
を
証
明
す
る
も
の

●
事
業
所
得
者
（
農
業
・
営
業
等
）
は

収
支
内
訳
明
細
書
ま
た
は
収
入
や
経

費
が
わ
か
る
帳
簿
・
書
類

●
医
療
費
控
除
を
受
け
る
場
合
は
医

療
費
な
ど
の
領
収
書
（
所
得
に
よ
っ
て

対
象
と
な
ら
な
い
場
合
も
あ
り
ま

す
。）

※

保
険
金
な
ど
で
補
て
ん
さ
れ
た
場

合
は
、そ
の
金
額
の
わ
か
る
も
の

●
租
税
公
課
に
つ
い
て
は
納
税
通
知

書
等
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

●
社
会
保
険
料
、
生
命
保
険
料
、
地
震

保
険
料
、
雑
損
、
寄
付
金
な
ど
の
控
除

を
受
け
る
方
は
、領
収
書
や
証
明
書
な
ど

●
国
民
年
金
保
険
料
に
つ
い
て
は
、
社

会
保
険
庁
や
年
金
基
金
発
行
の
控
除

証
明
書
の
添
付
が
必
要
で
す
。

注　

電
話
に
よ
る
お
問
い
合
わ
せ
は
、

個
人
情
報
保
護
の
た
め
お
答
え
で
き

ま
せ
ん
。
お
手
元
の
納
税
通
知
書
、
領

収
書
な
ど
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

◎
平
成
21
年
中
に
10
年
以
上
の
ロ
ー

ン
で
マ
イ
ホ
ー
ム
を
取
得
し
、
住
宅
借

入
金
等
特
別
控
除
を
受
け
る
方
は
、
源

泉
徴
収
票(

原
本)

、
購
入
者
本
人
の

住
民
票
、
収
入
印
紙
の
貼
付
さ
れ
た
売

買
契
約
書
ま
た
は
請
負
契
約
書

(

写

し)

、
登
記
事
項
証
明
書(

原
本)

、
金

融
機
関
の
借
入
金
年
末
残
高
証
明
書
、

計
算
明
細
書(
税
務
署
・
市
役
所
課
税

課
に
用
意)

●
金
融
機
関
の
口
座
番
号
の
わ
か
る

も
の（
申
告
者
本
人
名
義
）

◆
事
業
所
得
の
方
は
収
支
内
訳
書
の

添
付
を

　

営
業
・
農
業
・
不
動
産
所
得
を
申

告
さ
れ
る
際
は
、
総
収
入
金
額
や
必
要

経
費
の
内
訳
を
記
載
し
た
「
収
支
内
訳

書
」
を
作
成
の
う
え
申
告
会
場
に
お
い

で
く
だ
さ
い
。

◆
譲
渡
所
得
の
申
告
に
つ
い
て

　

平
成
21
年
中
に
土
地
（
借
地
権
）
や

建
物
等
の
不
動
産
を
お
売
り
に
な
っ

た
場
合
、
ゴ
ル
フ
会
員
権
や
株
式
等
の

資
産
を
お
売
り
に
な
っ
た
場
合
は
、
譲

渡
所
得
等
に
つ
い
て
所
得
税
の
確
定

申
告
が
必
要
で
す
。

◆
始
め
て
み
ま
せ
ん
か
e-

T
A
X

●
e-

T
A
X
な
ら
、
自
宅
や
オ
フ
ィ

ス
か
ら
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し

て
国
税
の
申
告
、
申
請
・
届
出
等
が
で

き
ま
す
。

●
平
成
21
年
分
の
所
得
税
確
定
申
告

を
、
e-

T
A
X
を
利
用
し
て
行
う
と
、

所
得
税
額
か
ら
最
高
５
千
円
の
控
除

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。（
平
成

19
年
分
20
年
分
の
確
定
申
告
で
、
こ
の

税
額
控
除
の
適
用
を
受
け
た
方
は
受

け
ら
れ
ま
せ
ん
。）

●
e-

T
A
X
を
利
用
す
る
に
は
、
電

子
証
明
書
（
住
基
カ
ー
ド
）
と
Ｉ
Ｃ

カ
ー
ド
リ
ー
ダ
ラ
イ
タ
が
必
要
と
な

り
ま
す
。

【
e-

T
A
X
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
】

h
ttp
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☎
（80）

１
２
８
１

あなたは所得税や住民税の申告をする必要がありますか？

平成22年1月1日現在、山武市に住民登録はありますか

21年中に収入のあった方

はい

はい

はい

はいはい

はいはい

はい はい

はい

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

住民税の申告は１月１日現在に住民登録の
ある市町村へ提出してください

給与収入の方です
か

年末調整は済んで
いますか

給与所得以外の所
得がありましたか

給与所得以外の所
得が20万円を超
えていますか

確定申告が必要で
す

年金収入の方です
か

配偶者、国保税等
控除するものはあ
りますか

確定申告又は住民
税の申告が必要で
す

同居の家族の扶養
になっていました
か

別居の親族の扶養
になっていました
か

住民税の申告が必
要です（親族の住
所・氏名を記入）

住民税の申告が必
要です（生活状況
を記入）

２ヵ所以上から給
与をもらっていま
すか

確定申告が必要で
す

給与・年金収入以
外の方ですか

確定申告が必要で
す

申告の必要はあり
ません

申告の必要はあり
ません

勤務先から給与支
払報告書が役所に
提出されています

申告の必要はあり
ません

21年中に収入のなかった方

12広報さんむ
2010.２月
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